
松本市空家等対策計画 （概要版）
１ 「松本市空家等対策計画」とは

・超少子高齢型人口減少社会を迎え、地域における家族構成や社会的ニー
ズの変化等に伴い空家等が増加
・利活用されずに適切な管理が行われていない空家等が増加することは、
安全性の低下、公衆衛生の悪化等の問題を生じさせ、地域住民の生活環境
に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。
・平成２６年（２０１４年）７月に「松本市空き家等の適正管理に関する
条例」を施行
・平成２７年（２０１５年）５月に「空家等対策の推進に関する特別措置
法」（以下「法」という。）が全面施行
これらを踏まえ、本市においても法に基づく空家等対策計画を策定し、

本市の空家等対策を総合的かつ計画的に推進します。

（平成31年３月）

「松本市空家等対策計画」の対象とする空家等の定義は、法第２条第１項
に規定された「空家等」とします。

国 空家等対策の推進に関する特別措置法
（平成２７年（２０１５年）５月全面施行）
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松本市空家等対策計画
（計画期間１０年︓Ｈ３１～Ｈ４０）

・松本市都市計画マスタープラン
（松本市立地適正化計画）

・松本市地域づくり実行計画
・松本市中心市街地活性化のための商業ビジョン

「松本市空家等対策計画」（法第６条第１項に規定）は、市民の安全及び
生活環境を保全するため、空家等対策に関する本市の基本的な取組姿勢や方
針を市民に示すものです。

２ 空家の現状
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（出典 住宅・土地統計調査）

空家総数

その他の住宅

割合

▲H17.4.1四賀・安曇
・奈川・梓川合併

▲H22.3.31波田合併

平成２５年（２０１３年）に実施
した住宅・土地統計調査における本
市の空家の数値は、全国平均と比較
して高く、長野県平均と比較した場
合は低い状況にあります。また、空
家総数から別荘・賃貸等を除いた、
その他住宅の空家は、７，０４０戸
と５年前の前回調査から９７０戸増
加しています。

7,040戸

⑴ 目的
空家等対策の方向性を検討するため、主に空家と想定した建物の状況や所有者の意向を把握するこ
と。

⑵ 主な結果

・松本市空き家等の適正管理に関する条例

・松本市住宅マスタープラン

背景・目的

計画の位置付け

空家等の定義

松本市の空家の現況

松本市内に建物を所有されている方へのアンケート調査結果

本市では、抽出調査である住宅・土地統計調査とは別の手法として、平成
２９年度（２０１７年度）版住宅地図を用いて、空家の表示がされているもの
を基本に町会ごと確認し、２，８３９戸の空家数を把握しました。

実施期間︓平成２７年２月２６日～３月２５日

32%

17%21%

19%

11%

他人に売却したい

他人に貸したい

取り壊したい

売却・賃貸しない

その他

【空家等活用の意向】 【取壊しできない理由】

則す

即す

即す

連携

連携

即す

「その他の住宅」とは、空家総数か
ら「別荘等」「賃貸用」「売却用」
を除いたもの

連携

59％

9%

9%

23％

取壊しに要する費用負担が大き

いから

取り壊して更地にすると固定資

産税が減免されなくなるから

特に理由はない

その他

23%

4%

18%

23%

4%

21%

7%

管理の手間が大変

管理の委託料・謝礼が高い

年齢や身体的負担が大きい

居住地から遠い

管理を頼める人や業者がいない

困る事はない

その他

【管理上の課題】



６ 計画の推進

・単身高齢世帯等が増加の傾向にあり、相続時
に空家等となる傾向が非常に高い。
・居住者がいない日常の管理がされていない建
物は老朽化が早く進む傾向にある。

建物所有者・管理者の理解不足

３ 課題 ４ 基本方針 ５ 具体的施策

適切に管理されていない空家等

利活用を促進する仕組みづくり

管理不全な空家等の解体への対応

相談窓口の周知や情報発信の不足

空家の発生予防

空家所有者等への適切な管理の促進

空家利活用の促進

管理不全な空家への対策

空家等対策に係る体制の整備

【ホームページ等による情報提供】

・所有者等への意識啓発や空家等に関する情報提供を
行うことにより、空家等の未然防止に努めます。
【専門家と連携した相談体制の構築】

・建築、不動産、法務等の専門家と連携し空家等に関す
る総合的な相談会を行う体制を整備します。

【管理者意識の醸成】
・納税通知書等を活用し、空家等の適切な管理を促すた

めの様々な情報を発信し所有者等に向けた啓発を行いま
す。

・これまでに行政指導を受けた空家等の所有者等に夏期
の樹木繁茂や冬期積雪による倒壊予防に関しての注意
喚起を行います。

【空き家バンクの利用】

・空家の中古住宅としての流通促進を図るため、利用者
にとって使いやすい空き家バンクの構築を検討します。
【地域の交流の場づくりとしての利活用】

・空家を地域の活性化に資する交流施設などの住居以外
の用途にも活用できる仕組みを検討します。

【特定空家等の措置等】

・管理不十分な空家等の除却に対し効果を検証し補助に
ついて検討します。

・管理不全で周辺への影響が大きい空家等について、法、
建築基準法、消防法、道路法などに基づき、必要な措置
を講じます。

【空家等対策の実施体制】
・ 空家等の問題は多岐にわたることから、総合相談窓口

を中心に庁内の関係部署と連携し、空家等対策に取り組
んでいきます。

・法第７条第１項の規定に基づき、計画の作成等の協議
を行うため、松本市空家等対策協議会を設置し、幅広い
分野の専門的な視点から意見等の聴取を行います。

措置の対象となる空家等は、法第２条第２項に規定する「特定空家等」とします。

〇 「特定空家等」とは
・倒壊、著しく保安上危険のおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われず著しく景観を損なっている状態
・その他生活環境の保全から放置することが不適切な状態

〇 市特定空家等判断基準マニュアルに基づき倒壊の程度、市民の生
活環境に及ぼす程度等を十分に勘案し、総合的に判断します。

・管理の手間、高齢等の理由により十分に管理が
されていない。
・所有者等が遠方におり、定期的な維持管理が
難しい。

・活用できる空家の情報不足
・既存住宅の維持管理やリフォームなどが安心
して行える環境の整備が必要

・解体費用の負担が大きく捻出が困難
・管理されていない状態が長くなると、建物の
老朽化が進行し、特定空家等となってしまうお
それがある。

・問題解決のための専門知識や適切な相談先の
情報が不足している。

・空家の発生要因や、住宅資産として活用する
方法、適切な管理が行われないことにより生じ
る問題等を周知し、空家としないように備える
ことの必要性等の啓発を進めます。

・空家は、所有者等に管理責任があり、適切に
管理しなければならないことや将来的に所有者
等が不在とならないように、予め備えが必要で
あること等を広く所有者等に周知します。

・利活用が可能な空家については、所有者等
の意欲を喚起し、空家を中古住宅として適切
に流通させる環境整備を行い、地域の資源と
して有効活用するなどの検討を行います。

・所有者自身による自発的な除却を促すため
に、国が実施している除却費用の助成制度等
を活用した本市の助成制度を検討します。

・庁内の空家対策の関係部署及び専門家団体と
の連携による体制の整備を行います。

※計画期間は１０年ですが、目標は５年で設定

特定空家等に対する措置と基準施 策 指 標

現 況
平成３０年度
（2018年度）

目 標
平成３５年度
（2023年度） 目標数値の根拠

数値 数値

空家等対策の
基本方針について

空家等の数
２，８３９

戸
２，５５６

戸

予防、適切な管理、利活用の促
進を促し、１割減を目標とします。

専門家と連携した
空家相談

相談件数
０件 １２０件 １０件×１２カ月を目標

空き家バンクの
利用

空き家バンク登録件数
７件 ４２件

現況の５倍増を目標とします。
現況７件＋３５件（現況７件×５倍）

登録物件の成約数
２件 ２１件

登録の５割を成約目標とします。

指標


